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三み 

好よ
し

　
剛た

け 

史し

日
本
共
産
党

（
65
分
）

国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
増
は

保
育
行
政
は

答

保
険
税
率
の
準
統
一
化
に
向
け
、
県
が
示

す
均
等
割
額
に
近
づ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら

２
０
２
４
年
度
の
準
統
一
化
の
時
点
に
お
い
て
急

激
な
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
、
段
階
的
に
引
き

上
げ
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

答

い
ず
れ
も
国
の
基
準

や
財
源
の
確
保
な
ど
の
観
点

か
ら
、
一
律
の
実
施
は
難
し

い
と
考
え
て
い
る
。

問
今
年
度
の
保
険
税
率
の
改
定
で
、
給
与

収
入
99
万
円
の
２
人
世
帯
の
医
療
分
は
１
１
０

０
円
の
増
額
と
な
る
。
所
得
の
低
い
加
入
者
へ

の
負
担
が
重
く
な
る
も
の
で
は
な
い
か
。

問
福
山
保
育
団
体
連
絡
会
か
ら
「
保
育
予

算
を
増
や
し
保
育
行
政
の
充
実
を
求
め
る
要
請

書
」
が
、
７
４
２
６
筆
の
署
名
を
付
し
て
提
出

さ
れ
て
い
る
。
保
育
士
等
の
処
遇
改
善
な
ど
を

要
請
す
る
も
の
だ
が
、
必
要
性
の
認
識
は
。

要請書提出の様子

出
産
や
子
育
て
に
係
る
負
担
軽
減
は

答

出
産
育
児
一
時
金
に
つ
い
て
は
、
国
が
経

済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
増
額
の
検
討
を

行
っ
て
い
る
。
子
育
て
に
係
る
軽
減
は
、
妊
娠
中

の
一
般
的
な
健
康
診
査
や
歯
科
健
診
、
産
後
の
健

診
、
子
育
て
期
に
お
け
る
乳
幼
児
の
健
康
診
査
、

定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
無
料
で
あ
る
。

　
本
市
で
は
、
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
を
拡

充
し
、
負
担
軽
減
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
国
に
お

い
て
は
幼
児
教
育
・
保
育

の
無
償
化
も
さ
れ
た
。
引

き
続
き
子
育
て
家
庭
の
声

を
し
っ
か
り
伺
い
、
若
い

世
代
が
希
望
す
る
子
育
て

環
境
の
充
実
に
注
力
し
て

い
く
。

宮み
や 

地ち 

　  

毅つ
よ
し

新
政
ク
ラ
ブ

（
80
分
）

問
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
が
続
く
中
、

将
来
が
不
安
で
妊
娠
を
控
え
る
動
き
が
広
が
る

な
ど
、
少
子
化
が
加
速
し
て
い
る
と
の
報
道
が

あ
っ
た
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
出
産
時
の

費
用
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

出
産
育
児
一
時
金
42
万
円
の
ほ
か
に
妊
婦
健
診

費
用
の
助
成
や
出
産
祝
い
金
の
贈
呈
を
す
る
自

治
体
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
本
市
の
取
り
組
み
は
。

広
島
市
で
の
保
育
園
児
の
事
故
は

池い
け 

上が
み

　
文ふ

み 

夫お

市
民
連
合

（
65
分
）

答

直
ち
に
全
て
の
保
育
施
設
に
安
全
管
理
体

制
の
強
化
を
促
す
と
と
も

に
、
危
険
箇
所
の
点
検
と

応
急
措
置
を
指
示
し
た
。

フ
ェ
ン
ス
の
隙
間
な
ど
21

の
危
険
箇
所
の
補
修
や
修

繕
に
取
り
組
み
、
今
月
中

に
は
全
て
完
了
す
る
予
定

で
あ
る
。

問
本
年
４
月
広
島
市
で
、
保
育
中
の
園
児

が
川
で
死
亡
す
る
事
故
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
故

を
受
け
て
の
本
市
の
取
り
組
み
は
。

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
策
は

答

公
立
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
と
面
談
し
、

悩
み
な
ど
の
把
握
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
、
青
少

年
分
野
の
関
係
課
で
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
庁
内

連
絡
会
議
を
立
ち
上
げ
、
情
報
共
有
に
努
め
て
い

る
。
今
後
も
学
校
や
地
域
、
関
係
機
関
が
さ
ら
に

連
携
を
深
め
、
早
期
発
見
と
支
援
に
つ
な
げ
る
。

問
子
ど
も
た
ち
を
孤
立
さ
せ
な
い
た
め
の

適
切
な
支
援
策
と
今
後
の
取
り
組
み
は
。

保育所で遊ぶ子どもたち
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